
　

労
災
保
険
な
ど
で
補
償
さ
れ
な
い
石
綿

（
ア
ス
ベ
ス
ト
）に
よ
る
中
皮
腫
や
肺
が
ん

を
発
症
し
て
い
る
方
お
よ
び
、平
成
18
年

３
月
27
日
前
に
こ
れ
ら
の
疾
病
に
よ
り
死

亡
さ
れ
た
方
の
遺
族
に
対
し「
医
療
費
等

の
救
済
給
付
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
申
請
な
ど
の
手
続
き

環
境
再
生
保
全
機
構
ま
た
は
、お
近
く
の
保

健
所
に
ご
相
談
の
う
え
、手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
環
境
再
生
保
全
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
豊
川
保
健
所
田
原
支
所

☎
22
局
１
２
３
８
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平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
、東
三
河
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
で
も
日
曜
日
に
お
け
る

運
転
免
許
証
の
更
新
手
続
き
の
一
部
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
対
象
＝
優
良
運
転
者
講
習
受
講
者

▼
受
付
時
間
＝
午
前
８
時
45
分
〜
正
午
、

午
後
０
時
45
分
〜
３
時　

▼
そ
の
他
＝
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
東
三
河
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
３
３
）85
局
７
１
８
１

　

田
原
市
で
は
、次
の
環
境
保
全
事
業
に

取
り
組
む
市
民
や
事
業
者
に
、予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。補
助
金

の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、事
前（
契
約

前
）に
制
度
の
詳
し
い
内
容
を
各
担
当
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
①
、②
、④
、⑤
に
つ
い
て
は
、次
の
点
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
申
請
書
提
出
時
に
工
事
着
手
し
て
い
な

い
こ
と

・
平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
に
、工
事
お
よ

び
工
事
代
金
の
支
払
い
な
ど
が
完
了
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
申
請
に
関
連
す
る
書
類
は
、本
人
ま
た
は

そ
の
家
族
の
方
が
直
接
提
出
す
る
こ
と

　

サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら
で
は
、施
設
改

修
工
事
の
た
め
、次
の
施
設
を
一
定
期
間

休
業
し
ま
す
。

▼
フ
ァ
ー
ム
マ
ー
ケ
ッ
ト
、フ
ァ
ー
ス
ト

フ
ー
ド
、バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
広
場
＝
５
月
14

日（
月
）〜
８
月
31
日（
金
）

　

な
お
、こ
ち
ら
以
外
の
施
設（
喫
茶
な

ど
）は
引
き
続
き
運
営
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
来
園
く
だ
さ
い
。

▼
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら

☎
25
局
１
２
３
４　

25
局
１
２
３
５

　

家
電
４
品
目
と
い
わ
れ
る
、テ
レ
ビ
、冷

蔵
庫
・
冷
凍
庫
、洗
濯
機
、エ
ア
コ
ン
は
、法

律
に
し
た
が
っ
て
処
分
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
た
め
、処
理
施
設
へ
搬
入
し
た
り
、

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
た
り
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。適
正
な
処
理
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
処
分
方
法
】

■
家
電
販
売
店
に
処
理
を
依
頼
す
る

　

販
売
店
へ
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
と
収
集
運

搬
料
を
支
払
い
、依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

■
自
分
で
メ
ー
カ
ー
別
指
定
引
き
取
り
場

所
へ
運
搬
す
る

　

郵
便
局
で
リ
サ
イ
ク
ル
料
金（
振
り
込

み
手
数
料
が
掛
か
り
ま
す
）を
支
払
い
、所

定
の
場
所
へ
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
０
１
２
０
）31
局
９
６
４
０

▼
清
掃
管
理
課

☎
27
局
０
０
０
３

　

27
局
０
０
０
３

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
者
な
ど
に

「
医
療
費
等
の
救
済
給
付
」
を
支
給

平
成
19
年
度
環
境
保
全
補
助
金
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

東
三
河
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

日
曜
更
新
業
務
運
用
開
始

補助金名 補助額 担当課

①
住宅用・事業所用
太陽光発電施設
設置補助金

太陽電池モジュールの出力
1kWあたり15万円
ただし施設設置費の1/3以内
※限度額60万円／4kW

▼エコエネ推進室
☎23局 7401

② 高効率給湯器
設置補助金

設置費×1/3
※限度額5万円／施設

▼エコエネ推進室
☎23局 7401

③
個人用・事業所用
低公害車購入費
補助金

車両本体価格×5%
※限度額12万円
（新車登録後30日以内に申請）

▼エコエネ推進室
☎23局 7401

④ 公害防除施設等
整備事業補助金

施設設置費×30/100
※限度額500万円

▼環境衛生課
☎23局 3541

⑤
浄化槽設備整備
事業補助金
（合併処理浄化槽）

【補助限度額】
５ 人槽
６ 人槽～  7 人槽
８ 人槽～ 10 人槽
11 人槽～ 20 人槽
21 人槽～ 30 人槽
31 人槽～ 50 人槽
51 人槽以上

34万 2000円
41万 4000円
53万 7000円
93万 9000円
156万 6000円
205万 8000円
234万 9000円

▼環境衛生課
☎23局 3541

⑥ 生ごみ処理容器等
設置事業補助金

購入額×1/2
※限度額
生ごみ処理容器5000円／個
1世帯2個まで
電気生ごみ処理機２万円／個
1世帯1個まで

▼清掃管理課
☎27局 0003

サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら

施
設 

一部
休
業
の
ご
案
内

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
の

処
分
方
法

■平成19年度環境保全補助金制度制度
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